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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成23年2月24日(2011.2.24)

【公開番号】特開2009-303122(P2009-303122A)
【公開日】平成21年12月24日(2009.12.24)
【年通号数】公開・登録公報2009-051
【出願番号】特願2008-157831(P2008-157831)
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【手続補正書】
【提出日】平成23年1月5日(2011.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＲＡＷデータ記録モードを有さない撮像装置において、
　被写体を撮影して被写体像を示す画像データを取得する撮像手段であって、未処理の画
像データであるＲＡＷデータを取得する撮像手段と、
　前記ＲＡＷデータに対して可視化用の現像処理を含む信号処理を施し、前記ＲＡＷデー
タから処理済データを生成する信号処理手段と、
　記録媒体に前記ＲＡＷデータと該ＲＡＷデータから生成した処理済データとを関連付け
て記録する記録手段であって、前記処理済データを記録する記録容量を確保できない場合
には記録済のＲＡＷデータを破棄して処理済データを記録する記録手段と、
　前記処理済データを表示媒体に再生表示させる表示手段であって、前記再生表示された
処理済データを画像処理するための第１の画像処理メニューを前記表示媒体に表示させる
表示手段と、
　を備え、
　前記表示手段は、前記再生表示された処理済データに関連付けて記録されたＲＡＷデー
タが存在する場合に、前記ＲＡＷデータを必要とする第２の画像処理メニューを前記表示
媒体に表示させることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記記録手段は、前記ＲＡＷデータを記録する記録容量を確保できない場合には処理済
データのみを記録することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記記録媒体の記録領域に所定の容量のＲＡＷデータ記録領域を確保する領域確保手段
を備え、
　前記記録手段は、前記ＲＡＷデータ記録領域にＲＡＷデータを記録する記録容量を確保
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できない場合には記録済のＲＡＷデータを破棄してＲＡＷデータを記録することを特徴と
する請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記破棄されるＲＡＷデータは、最も古いＲＡＷデータ又は所定時間以上経過したＲＡ
Ｗデータであることを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記記録媒体は、前記撮像装置に内蔵された内部記録媒体と、前記撮像装置に着脱可能
な外部記録媒体とからなり、
　前記ＲＡＷデータ記録領域は前記内部記録媒体であることを特徴とする請求項３又は４
のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記記録手段は、前記外部記録媒体が装着されていない場合には、前記内部記録媒体に
前記処理済データだけを記録することを特徴とする請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記記録手段は、前記外部記録媒体が装着されると、前記内部記録媒体に記録されてい
る処理済データを前記外部記録媒体に移動することを特徴とする請求項６に記載の撮像装
置。
【請求項８】
　前記信号処理手段は、前記第１の画像処理メニューが選択されると選択されたメニュー
に応じた信号処理を前記処理済データに施し、前記第２の画像処理メニューが選択される
と選択されたメニューに応じた信号処理を前記処理済データに関連付けて記録されたＲＡ
Ｗデータに施すことを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記第１の画像処理メニューは、トリミング、リサイズ、文字挿入のうち少なくとも１
つの項目を含み、前記第２の画像処理メニューは、色温度変更、色合い変更、彩度変更、
コントラスト変更、明るさ変更、シャープネス変更、ノイズ低減のうち少なくとも１つの
項目を含むことを特徴とする請求項１から８のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記再生表示された処理済データについて、画像処理による補正の必要の有無をユーザ
に選択させる手段を備え、
　前記画像処理の必要性が無いと選択された場合は前記処理済データと関連付けて記録さ
れたＲＡＷデータを破棄することを特徴とする請求項１から９のいずれかに記載の撮像装
置。
【請求項１１】
　ＲＡＷデータ記録モードを有さない撮像装置の撮像制御方法において、
　被写体を撮影して被写体像を示す画像データを取得する撮像工程であって、未処理の画
像データであるＲＡＷデータを取得する撮像工程と、
　前記ＲＡＷデータに対して可視化用の現像処理を含む信号処理を施し、前記ＲＡＷデー
タから処理済データを生成する信号処理工程と、
　記録媒体に前記ＲＡＷデータと該ＲＡＷデータから生成した処理済データとを関連付け
て記録する記録工程であって、前記処理済データを記録する記録容量を確保できない場合
には記録済のＲＡＷデータを破棄して処理済データを記録する記録工程と、
　前記処理済データを表示媒体に再生表示させる表示工程であって、前記再生表示された
処理済データを画像処理するための第１の画像処理メニューを前記表示媒体に表示させる
表示工程と、
　を備え、
　前記表示工程は、前記再生表示された処理済データに関連付けて記録されたＲＡＷデー
タが存在する場合に、前記ＲＡＷデータを必要とする第２の画像処理メニューを前記表示
媒体に表示させることを特徴とする撮像制御方法。
【手続補正２】



(3) JP 2009-303122 A5 2011.2.24

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　前記目的を達成するために請求項１に記載の撮像装置は、ＲＡＷデータ記録モードを有
さない撮像装置において、被写体を撮影して被写体像を示す画像データを取得する撮像手
段であって、未処理の画像データであるＲＡＷデータを取得する撮像手段と、前記ＲＡＷ
データに対して可視化用の現像処理を含む信号処理を施し、前記ＲＡＷデータから処理済
データを生成する信号処理手段と、記録媒体に前記ＲＡＷデータと該ＲＡＷデータから生
成した処理済データとを関連付けて記録する記録手段であって、前記処理済データを記録
する記録容量を確保できない場合には記録済のＲＡＷデータを破棄して処理済データを記
録する記録手段と、前記処理済データを表示媒体に再生表示させる表示手段であって、前
記再生表示された処理済データを画像処理するための第１の画像処理メニューを前記表示
媒体に表示させる表示手段とを備え、前記表示手段は、前記再生表示された処理済データ
に関連付けて記録されたＲＡＷデータが存在する場合に、前記ＲＡＷデータを必要とする
第２の画像処理メニューを前記表示媒体に表示させることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　これによれば、記録媒体にＲＡＷデータと該ＲＡＷデータから生成した処理済データと
を関連付けて記録し、処理済データを記録する記録容量を確保できない場合は記録済のＲ
ＡＷデータを破棄して処理済データを記録するようにしたので、ＲＡＷデータによる記録
媒体の記録容量の圧迫を回避しつつ、記録容量に余裕があるときにはＲＡＷデータを使用
して画質を劣化させることなく画像処理を行うことが可能となる。また、処理済データに
関連付けて記録されたＲＡＷデータが存在する場合は、画質を劣化させることなく画像処
理を行うことができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　請求項８に示すように請求項１から７のいずれかに記載の撮像装置において、前記信号
処理手段は、前記第１の画像処理メニューが選択されると選択されたメニューに応じた信
号処理を前記処理済データに施し、前記第２の画像処理メニューが選択されると選択され
たメニューに応じた信号処理を前記処理済データに関連付けて記録されたＲＡＷデータに



(4) JP 2009-303122 A5 2011.2.24

施すことを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　請求項９に示すように請求項１から８のいずれかに記載の撮像装置において、前記第１
の画像処理メニューは、トリミング、リサイズ、文字挿入のうち少なくとも１つの項目を
含み、前記第２の画像処理メニューは、色温度変更、色合い変更、彩度変更、コントラス
ト変更、明るさ変更、シャープネス変更、ノイズ低減のうち少なくとも１つの項目を含む
ことを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　請求項１０に示すように請求項１から９のいずれかに記載の撮像装置において、前記再
生表示された処理済データについて、画像処理による補正の必要の有無をユーザに選択さ
せる手段を備え、前記画像処理の必要性が無いと選択された場合は前記処理済データと関
連付けて記録されたＲＡＷデータを破棄することを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　前記目的を達成するために請求項１１に記載の撮像制御方法は、ＲＡＷデータ記録モー
ドを有さない撮像装置の撮像制御方法において、被写体を撮影して被写体像を示す画像デ
ータを取得する撮像工程であって、未処理の画像データであるＲＡＷデータを取得する撮
像工程と、前記ＲＡＷデータに対して可視化用の現像処理を含む信号処理を施し、前記Ｒ
ＡＷデータから処理済データを生成する信号処理工程と、記録媒体に前記ＲＡＷデータと
該ＲＡＷデータから生成した処理済データとを関連付けて記録する記録工程であって、前
記処理済データを記録する記録容量を確保できない場合には記録済のＲＡＷデータを破棄
して処理済データを記録する記録工程と、前記処理済データを表示媒体に再生表示させる
表示工程であって、前記再生表示された処理済データを画像処理するための第１の画像処
理メニューを前記表示媒体に表示させる表示工程とを備え、前記表示工程は、前記再生表
示された処理済データに関連付けて記録されたＲＡＷデータが存在する場合に、前記ＲＡ
Ｗデータを必要とする第２の画像処理メニューを前記表示媒体に表示させることを特徴と
する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　これにより、ＲＡＷデータによる記録媒体の記録容量の圧迫を回避しつつ、画像処理を
行う場合にはＲＡＷデータを使用して画質を劣化させることなく行うことができる。また
、処理済データに関連付けて記録されたＲＡＷデータが存在する場合は、画質を劣化させ
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ることなく画像処理を行うことができる。
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